
本学会における著作権の取り扱いについて 
 

本学会では論文等の学会誌への掲載にあたり、全著者に対して著作権の委譲を求めています。

その理由は大きく下記の 4 点に集約されます。 

1）学会誌への掲載やオンライン公開にあたって、内容の変更を伴わないレイアウト等の修正が必

要となった場合に、著者へ確認を求める手続きを省く。 

2) 新潟県地域共同リポジトリや種々の検索サービス等において論文が公開される場合に、著者へ

の確認なしに学会で公開の可否を判断できるようにする。 

3) 本誌や他誌のレビュー論文等において図表の引用が求められた場合に、学会において判断を

行えるようにする。 

4) その他、現在想定していない目的のために著作権の行使が必要となった場合に、学会での対

応を可能にする。 

 本学会では本誌掲載論文が広く公開されて活用されることを望んでいます。委譲された著作権

はその目的のために使用されるものであり、下記のような行為を制限する物ではありません。 

・印刷された論文の複写物やリポジトリ等で公開された電子ファイルを、非営利的な研究紹介の

ために配付する。 

・著者が所属機関のリポジトリ等で公開する。 

・著者が研究報告書等に論文の全体または一部を引用する（引用先における二重投稿の規定に抵

触しない場合に限る）。 

本学会が保持する著作権は学会誌やリポジトリにおいて学会が公開する著作物についてのみで

あり、著作の基となったデータについては全ての権利が著者に保持されます。よって、本誌に掲

載された集計結果を異なる形で著者が作図・作表して公表することについては、公表先の二重投

稿規定に反しない限り、これを妨げるものではありません。 

 以上のような事情をご勘案いただき、投稿においては著作権を学会に委譲していただきたく、

著者諸氏のご配慮をお願いいたします。また、本学会では本誌の掲載論文を積極的に公開してま

いりたいと考えており、著者諸氏におかれましても、掲載論文の積極的なご活用をお願いいたし

ます。 
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